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令和５年度
動物取扱責任者研修会

本日の主な研修内容
１ 動物取扱業に関連するオンライン申請について
２ 狂犬病予防法の特例制度について
３ 動物取扱責任者の実務について（員数、責任者

変更等）
４ その他
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福岡市の犬猫収容措置状況

【犬】 （ ）うち子犬の数

飼い主不明
引取り
１８頭
（０頭）

引取り
４８頭
（０頭）

捕獲
７頭

（０頭）

負傷
０頭

（０頭）

殺処分

死亡

収 容

新しい飼い主へ
譲渡
２８頭
（０頭）

元の飼い主へ
返還
４５頭
（０頭）

重篤な病気等を
理由とした
殺処分

実質的
殺処分

７３頭
（０頭）

５５頭
（０頭）

０頭
（０頭）

０頭
（０頭）

０頭
（０頭）

０頭
（０頭）

飼い犬

収容措置状況（R4）
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【猫】 （ ）うち子猫の数

飼い主不明
引取り
７７頭
（８頭）

引取り
２０４頭

（１６２頭）

負傷
３８頭

（１０頭）

収 容

殺処分

死亡

新しい飼い主へ
譲渡
９２頭

（６４頭）

元の飼い主へ
返還
５頭

（１頭）

重篤な病気等を
理由とした
殺処分

実質的
殺処分

３１９頭
（１８０頭）

２４２頭
（１７２頭）

３８頭
（１０頭）

１７０頭
（９９頭）

０頭
（０頭）

２０８頭
（１０９頭）

飼い猫

収容措置状況（R4）

本日の主な研修内容
１ 動物取扱業に関連するオンライン申請について
２ 狂犬病予防法の特例制度について
３ 動物取扱責任者の実務について（員数、責任

者変更等）
４ その他



2023/10/25

4

１オンライン申請
（１）第一種動物取扱業
（２）狂犬病予防注射済票の交付

（１）第一種動物取扱業
【対象】
新規登録及び更新登録

【申請手数料等の支払い】
クレジットカードによるオンライン決済のみ（領収書なし）

【方法】
①事前に動物愛護管理センターへ相談し、必要書類を確認
②必要書類をそれぞれPDFデータ又は画像データで事前に準備
③申請フォームに従い、各項目を入力して送信。

【申請後の流れ】
①申請内容確認後、申請者へ立ち入り日程の連絡
②立ち入り検査
③登録証等の送付

【注意点】
申請日＝受付日や登録日ではありません!
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申請フォーム画面（抜粋）

（２）狂犬病予防注射済票の交付
【対象】
注射済票の交付及び再交付

【申請手数料等の支払い】
クレジットカードによるオンライン決済のみ

【方法】
①申請フォームに従い、各項目を入力。
※「犬の登録番号」の入力も是非お願いします。

②獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証明書」は
PDFデータ又は画像データで読み込み。
（再交付は「狂犬病予防注射済証明書」 不要）

【申請後の流れ】
申請内容確認後、注射済票を郵送
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申請フォーム画面（抜粋）

各制度の案内
（１）譲渡サポート店制度
（２）犬猫パートナーシップ店制度
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センターの譲渡犬猫をペットホテルなどの施設で預かっ
ていただき、犬猫の出会いの場として、譲渡のサポートを
していただく制度。
主に猫の譲渡のご協力をお願いしています。
HP「ずっといっしょ.com」で動物取扱業者の紹介も
行っています。
※R4年度の猫の収容頭数は犬の４倍以上。

●福岡市内の第一種動物取扱業であり、
犬又は猫の飼養施設を有すること。

●センターの譲渡犬猫を施設で預かって
飼育し、飼い主さがしをすること。

主な認定基準

（１）譲渡サポート店制度

い
つ
で
も
募
集
し
て
い
ま
す
！

ペットショップで購入するだけでなく、動物愛護管理セン
ターの譲渡犬猫も選択肢の一つであることを市民に啓発する
ことや、適正飼育の推進をしていただく制度。
HP「ずっといっしょ.com」で動物取扱業者の紹介も
行っています。

●福岡市内の第一種動物取扱業であり、
犬猫販売業の登録施設を有すること。

●飼い主への販売時、以下のことを誓約
させた上で販売すること。
①飼育可能な住宅に居住していること
②終生飼育すること
③万一飼えなくなった際は、必ず新たな飼い主を探すこと

主な認定基準

（２）犬猫パートナーシップ店制度

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
！
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ご清聴ありがとうございました。

動物愛護管理センター
電話自動音声案内システムの導入について
令和５年３月２７日（月）以降、動物愛護管理センターに電話をかけた場合、
以下のとおり着信先を振り分けるガイダンスが流れます。

お問い合わせの内容に合わせて番号を選択してください。なお、ガイダンス中
でも番号の選択をすることが可能です。

【ガイダンス内容】

◆犬猫の収容・譲渡に関するお問い合わせ ⇒ 「１」

◆犬に関するお問い合わせ ⇒ 「２」

◆猫に関するお問い合わせ、家庭動物啓発センターへのお問い合わせ ⇒ 「３」

◆動物取扱業、東部動物愛護管理センターへのお問い合わせ ⇒ 「４」
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本日の主な研修内容
１ 動物取扱業に関連するオンライン申請について
２ 狂犬病予防法の特例制度について
３ 動物取扱責任者の実務について（員数、責任

者変更等）
４ その他

狂犬病予防法の特例制度とは

 環境省データベースにマイクロチップ情報登録を行った場合に、その
データ登録を自治体での狂犬病予防法における犬の登録申請とみなす。
（マイクロチップを鑑札とみなす）

 自治体窓口での犬の登録、変更等の手続きが不要。

 鑑札を紛失することがない。（再発行手続きなし）

マイクロチップを
鑑札とみなす

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」
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狂犬病予防法の特例制度の注意点
 全国一律の制度ではなく、自治体ごとに参加・不参加が異なる。

（最新の参加状況は環境省指定登録機関ホームページで確認）

 福岡市は令和５年３月１日に参加。（それ以前は適用外）

 参加自治体から不参加自治体へ移動した場合、移動先では鑑札が必要

福岡県内の
参加自治体
（23市町村）

福岡市 北九州市 春日市 大野城市 那珂川市 小郡市

太宰府市 筑紫野市 宗像市 古賀市 福津市 朝倉市

宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町

粕屋町 小竹町 筑前町 東峰村 大刀洗町

福岡県内の
不参加自治体 糸島市 久留米市 宮若市 等

令和５年１０月１日現在

犬猫販売時の
マイクロチップ情報変更登録について
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犬猫販売時のマイクロチップの情報変更
登録について

令和４年６月１日から、ブリーダーやペッ
トショップ等で販売される犬や猫について、
マイクロチップの装着及び環境省への登録
が義務化された。

マイクロチップを装着した犬や猫を購入・
譲り受けた場合は、マイクロチップ情報の
変更登録が義務。

犬猫等販売業者
・ブリーダー
・ペットショップ

販売 ・ペットショップ
・一般の飼い主

・マイクロチップ情報の
変更登録

（３０日以内）

・マイクロチップ装着
・指定登録機関への情報登録
（装着から３０日以内）

登
録

証
明
書
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犬猫の店舗間移動に伴うマイクロチップ
登録事項変更について

犬猫を店舗間で移動した場合には、移動後３０日
以内に環境省指定登録機関の登録の変更を忘れず
にお願いいたします。

特例制度に参加していない自治体への移動の場合、
鑑札（自治体窓口での手続き）が必要。

狂犬病予防注射申請
ハガキについて
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福岡市における犬の登録番号
・マイクロチップが装着
されていない犬
・マイクロチップが装着されているが、
特例制度の対象ではない犬

H2〇ー○○○○○

20〇〇ー○○○○○

生後９１日齢以上で、
マイクロチップが挿入されており、
令和５年３月１日以降に
環境省に登録のある犬

マイクロチップ番号
39214〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

狂犬病予防注射申請ハガキ

登録番号記入欄にマイクロチップ番号の
記載をお願いします
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本日の主な研修内容
１ 動物取扱業に関連するオンライン申請について
２ 狂犬病予防法の特例制度について
３ 動物取扱責任者の実務について（員数、責任

者変更等）
４ その他

動物取扱業の実務について

（１）動物取扱責任者の資格要件と変更届について
（２）従業員の員数規制と変更届について
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（１）動物取扱責任者の資格要件と
変更届について

動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者は下記の①～④のいずれかの条件を満たす必要があります

①獣医師の免許を取得していること

②愛玩動物看護士の免許を取得していること

③資格＋実務経験（または飼養従事経験）を有していること

④学校卒業＋実務経験（または飼養従事経験）を有していること
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資格について

 福岡市において、資格要件と認めている資格に限ります。
認めている資格一覧は、「わんにゃんよかネット」の

「動物取扱業について」のページに掲載しております。
※「トリマー」「訓練士」等で、認定団体以外が発行した資格の場合は

認められません。

 資格証の提示が必要です。
責任者の変更等を行う際は資格証の提示をお願い致し
ます。
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学校卒業（教育要件）について

 福岡市では基本的に、学校ごとの認定は行っていません。
業種ごとに必要な科目を履修しているか、個別に判断します。

 提出書類
・卒業証書（原本）もしくは卒業証明書（原本）
・成績証明書（原本）
・シラバス（履修内容がわかるもの）
 審査について
書類提出後、10日～２週間程度、時間がかかります。

動物取扱責任者の変更について
 提出書類
〇第一種動物取扱業変更届出書
〇動愛法第12条第一項第一号か
ら第七号の二までに該当しない
ことを示す書類
〇実務経験証明書
〇資格証

※様式は「わんにゃんよかネット」に掲載しております
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（２）従業員の員数規制と
変更届について

従業員の員数規制について（経過措置中）

 犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に従事する
職員が飼養又は保管をする頭数の上限は、
１人当たり犬について２０頭（うち繁殖犬は１５頭）、
１人当たり猫については３０頭（うち繁殖猫は２５頭）と
する。

※この頭数には親と同居する子犬・子猫の頭数は含まない。
※子犬・子猫については、親と離した時点で１人当たりの
飼養保管頭数に計上する。
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従業員の員数規制について

犬 猫

第一種事業者

R4.6.1～R5.5.31
３０頭

（うち繁殖犬２５頭）

４０頭

（うち繁殖猫３５頭）

R5.6.1～R6.5.31
２５頭

（うち繁殖犬２０頭）

３５頭

（うち繁殖猫３０頭）

R6.6.1～R7.5.31
２０頭

（うち繁殖犬１５頭）

３０頭

（うち繁殖猫２５頭）

職員１人当たりの飼養保管頭数
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飼養する動物の数の変更について
 提出書類
〇第一種動物取扱業変更届出書
〇飼養施設の平面図（変更がある場合）
〇ケージの平面図、立面図（変更がある場合）

※様式は「わんにゃんよかネット」に掲載しております

変更から３０日以内の届出が必要です

本日の主な研修内容
１ 動物取扱業に関連するオンライン申請について
２ 狂犬病予防法の特例制度について
３ 動物取扱責任者の実務について（員数、責任

者変更等）
４ その他
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令和５年度
動物取扱責任者研修会

41

【事例紹介等】
（1）動物取扱業者に関する相談・苦情事例
（2）登録の欠格要件及び登録取り消し事例
（3）飼育鳥での高病原性鳥インフルエンザの発生事例
（4）爬虫類の保管に関する協力依頼

（１）動物取扱業者に関する
相談・苦情事例

42
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市民からの相談事例

43

◆一般の飼い主に動物を販売する場合は、契約の前に動物を
直接見せ、重要事項の説明をしなければいけません。
◆対面説明の場所は登録した事業所のみに限られています。

①動物を購入する際に、あまり詳しく説明して
もらえなかった。

＜想定される原因＞
・事業所で、一般の購入者に対して書面、又は電磁的記録
を用いて、重要事項の説明(18項目)を行っていない、もし
くは説明する項目が不足している。

※動物愛護法第２１条の４違反 ⇒ 勧告・公表・
命令・罰則の対象

（2）欠格要件と登録取り消し事例

44
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欠格要件とは?

 動愛法第12条第１項第１号から第７号の２
に定められています。

 申請者、当該法人の役員、環境省令で定め
る使用人、動物取扱責任者がこれらの要件
に該当する場合、登録を拒否することと
なっています。

 動愛法第12条第１項第１号・第２号・第４
号・第５号の２から第9号に該当することと
なったときは、６月以内の業務停止命令も
しくは登録の取り消しの対象となります。

45

46

この枠内に書
かれています



2023/10/25

24

47

【第12条第1項第5の2号】
違反の内容に関わらず、禁錮以上の刑に処せられた場合

【第12条第1項第6号】
以下の法律（適用条項省略）に違反し、罰金以上
（10,000円以上）の刑に処せられた場合

・動物愛護法
・化製場等に関する法律
・外国為替及び外国貿易法
・狂犬病予防法
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

刑に処せられたことで欠格になる場合

登録の取り消し事例①

48

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する
法律」第21条３項違反

・登録票を伴わずにアジアアロワナを販売（違反）

・罰金（10万円）の略式命令

動物取扱業の登録取り消し
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登録の取り消し事例②

49

「獣医師法」違反
・無資格でマイクロチップを犬に装着
「偽造有印私文書行使」
・犬の健康診断証明書の偽造

・懲役２年執行猶予３年の刑

動物取扱業の登録取り消し

（3）高病原性鳥インフルエンザ発生事例

50
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高病原性鳥インフルエンザ発生状況
（令和4年シーズン・飼育鳥）

51

・陽性確認件数 １都５県 計１０件

 コブハクチョウ 5例
 モモイロペリカン 1例
 チリーフラミンゴ 1例
 ヘビクイワシ 1例
 ツクシガモ 1例
 ソデグロヅル 1例

52

【相談・連絡先】
・東部動物愛護管理センター（Tel:691-0131）
・福岡県中央家畜保健衛生所（Tel:633-2920）
※発生疑い時には両方に連絡が必要です

高病原性鳥インフルエンザへの対応

「動物園等における飼育鳥に関する高病原性鳥イン
フルエンザへの対応指針※」に基づいて対応する。
※環境省HPに掲載 令和5年10月中に改訂版が出される予定

【注意点】
飼養鳥であっても、家きん（鶏、あひる、うずら、
きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥）の類は
家畜伝染病予防法の適用を受けるため、家畜
保健衛生所の指示に従うこと。
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令和5年8月28日(日)、城南区で逸走したペットと思われ
るヘビがいるとの通報があり、警察署に保護されました。

（4）爬虫類の保管に関する協力依頼

53

ボールパイソンでした

動物愛護管理センターでは犬猫のみ収容。
犬猫以外のペット動物（特に爬虫類）を保護した際に
警察署では保管に苦慮している。
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ご協力いただける方がいらっしゃいましたら、研修
受講アンケートにご記入をお願いいたします。

爬虫類の専門知識が豊富な動物取扱業者で預かってい
ただけないか?
対象:爬虫類（ヘビ・トカゲ・カメなどのペット）
預かり期間:３か月

警察で保護された爬虫類の
保管に関するお願い

・預かりはボランティア
・飼い主が現れなかった場合には、預かった方の
所有物になる。

・飼い主が現れた場合には、預かり中にかかった
費用を飼い主に請求できる。
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 提出期間は、前年度分を ４月１日 から
５月３０日 までとなっています。
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R4年度分の提出がお済みで無い方は、１０月３１日
(火)までに、郵送・FAX・メールで提出して下さい。

対象:販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業

対象動物:犬・猫・その他哺乳類・鳥類・爬虫類

定期報告書の提出はお済みですか。

お疲れ様でした

56


